
 

 

【高齢者インフルエンザ予防接種】 

インフルエンザは風邪と似た症状ですが、風邪よりも重く全身倦怠感を伴うのが 

特徴です。症状が重いときに無理をすると、肺炎や気管支炎などの合併症を引き起こす危

険があります。特に高齢者は免疫力の低下や重症化の恐れがあることから、予防接種を受

けてインフルエンザを予防しましょう。 

 

【対象者】 

杉戸町に住民登録があり、下記①または②に該当し、本人が接種を希望する方 

① 満６５歳以上の方 

② 満６０歳～満６５歳未満で心臓・腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活

活動が極度に制限される程度の障害を有する方及び、ヒト免疫ウイルスにより、免疫

の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方（身体障害者手帳 1級

相当）※確認できる身体障害者手帳または医師の診断書が必要となります。 
 

【接種期間】 

町内契約医療機関  

令和５年１０月１日（日）～令和６年１月３１日（水） 
※杉戸町の予診票を置いています。 
 

町外の契約医療機関（埼玉県医師会加入の接種協力医療機関）〈埼玉県医師会ホームページに掲載 

令和５年１０月２０日（金）～令和６年１月３１日（水） 
※杉戸町の予診票を置いている医療機関もあります。医療機関または保健センターにお問い合わ 

せください。〈１０月５日以降〉 

 

【申込方法】  

直接、契約医療機関に予約してください。 

 

【接種方法】  

契約医療機関に、杉戸町の予診票・接種費用（自己負担額）・健康保険証を持参し、１回 

接種します。 

 

【費用】  

自己負担額 １，５００円  

※契約医療機関で杉戸町指定の予診票を使用して接種した場合の金額です。 

※生活保護受給者・中国残留邦人は自己負担が免除されます。受給証や本人確認証を 

医療機関窓口に提示してください。 
 

【注意事項】 

※対象者本人が、接種を希望する場合のみ、受付します。 

※契約医療機関以外で接種した場合は、全額自己負担となります。  

※費用の償還払い（立て替え払い）は、ありません。 

※接種終了後、医療機関から予防接種済証を受け取り保管してください。 

※施設に入所中の方は、施設の指示に従ってください。 

令和５年度 

高齢者インフルエンザ予防接種が始まりました 



【町内契約医療機関】 

医療機関名 住   所 電話番号 

あけぼの内科リウマチ科 

クリニック 
清地４－１０－２４ ３７－２５２５ 

井上小児科皮フ科 高野台西２－６－３ ３３－８６９０ 

今井病院 杉戸３－１１－１ ３２－００６５ 

後藤クリニック 高野台西１－１１－２４ ３７－２１５１ 

埼玉杉戸診療所 本郷２７３－１ ４８－６９０４ 

杉戸クリニック 下高野１７６０－１ ３３－００８８ 

杉戸耳鼻咽喉科医院 杉戸４－１５－８ ３２－２８４１ 

清地クリニック 清地５－１－２ ３７－２５１１ 

高野台クリニック 高野台東１－４－５ ３５－１１１０ 

髙橋内科医院 内田２－８－１８ ３５－２３１７ 

玉井医院 清地１－２－３０ ３３－２４６４ 

鳥居整形外科医院 内田１－１－２０ ３２－４４３３ 

長岡産婦人科医院 杉戸２－３－１０ ３３－３３２５ 

山根医院 高野台南２－３－１２ ３３－３３１４  

 

問合せ先  

 杉戸町健康支援課（保健センター） 

 電話 ０４８０－３４－１１８８ 


